
◆福祉のために　
〇特定　営利活動法人　人工聴覚情
報学会＝タブレット型AIボイス筆談
機1台
◆豊かな地域社会を築く区民活動を
支えるために　
○小西孝実＝50,000円

◆日本赤十字社の災害義援金・救援
金を受け付けています
　各災害義援金・救援金情報、寄付
者の氏名・団体名などは区HPに掲載
しています。

区民相談室

▶問合先　広聴広報課広聴担当　☎5744－1135　■FAX5744－1504

借地、借家、相続、離婚、金銭問題などの日常生活に関すること

▶日時　月・水・金曜、午後1時30分から（全5回、相談時間各25分）　
▶会場　区民相談室　▶申込方法　問合先へ電話

法　律 （予約制） ●相談員：弁護士

不動産の取り引き一般に関すること

▶日時　第1・3木曜、午後1時～3時（受付）　▶会場　区民相談室

不動産取引 ●相談員：宅地建物取引士

不動産、会社などの登記や申請に関すること

▶日時　第3火曜、午後1時～3時（受付）　▶会場　区民相談室

登　記 ●相談員：司法書士

遺言、相続、金銭貸借などの証書作成、文書の認証、確定日付に関すること

▶日時　第1火曜、午後1時～3時（受付）　▶会場　区民相談室

公　証 ●相談員：公証人

専門家に無料で相談できます。
実施状況など詳細はお問い合わせください。
※休日・年末年始を除く　
※申込方法の記載がないものは当日会場へ

所得税、相続税などの税金相談（確定申告の相談は除く）

▶日時　第2木曜、午後1時から（全6回、相談時間各30分）　▶会場　区民相談室　
▶申込方法　問合先へ電話（前月の1日、土・日曜、休日は翌日から受付）

税　務 （予約制） ●相談員：税理士

国など行政全般に関する要望、苦情など

▶日時・会場　第1・3火曜、午後1時～3時（受付）＝区役所本庁舎1階
　　　　　　   第2水曜、午後1時30分～4時＝アトレ大森（大森駅直結）

行　政 ●相談員：行政相談委員（総務大臣が委嘱した民間有識者）

戸籍、相続、外国人在留、官公庁への許認可などの手続き

▶日時　第4木曜（休日のときは翌日、12月は第3木曜）、午後1時～4時　
▶会場　区役所本庁舎1階

行政手続 ●相談員：行政書士

家族や自分の健康に関する①一般②メンタルヘルスのこと

▶日時　木曜（②は月1回）、午後1時～2時30分（受付）　※8月は未実施日有り　
▶会場　区民相談室　▶申込方法　大田地域産業保健センターへ電話　☎3772－2402

健　康 （予約制） ●相談員：産業医の資格を持つ医師、産業保健師

健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険など

▶日時　第1・3火曜、午後1時～3時30分（受付）　▶会場　区民相談室

社会保険労務 ●相談員：社会保険労務士

境界線問題や不動産の表示登記に関することなど

▶日時　第1水曜、午後1時～4時　▶会場　区役所本庁舎1階

土地・建物 ●相談員：土地家屋調査士

そのほかの相談 ※実施状況など詳細は各問合先へ

  保育サービスアドバイザーへの相談

①相談
　保育施設のご案内や、子育て
に関する相談をお受けします。
②保育所入所申請に関するオン
ライン説明会
▶対象　出産予定の方、乳幼児の保護者　
▶日時　月～金曜、午前8時30分～午後4時
▶会場　区HPをご確認ください
▶申込方法　①問合先へ電話（開催日の1か

月前から受け付け）　※午前8時～午後5時
電話相談は予約不要
②電子申請
▶問合先　保育サービス課保育利用支援担当
　☎5744－1617　■FAX5744－1715

  内職相談員による出張相談

　在宅でできる仕事の相談にお
応えします。仕事の紹介は登録
制です。詳細は問合先HPをご覧
ください。

▶対象　区内在住の方
▶日時　8月24日㈫午前9時30分～11時30分
▶会場　ハローワーク大森
▶申込方法　問合先へ電話
▶問合先　（公財）大田区産業振興協会
　☎ 3733－6109　■FAX3733－6459

  ビジネスサポートサービス

　専門家が経営の悩みにアドバ
イスします。
▶対象　区内の中小企業経営者・
従業員、個人事業主など
▶日時　相談者の希望する日
▶会場　申込者の拠点、問合先など

▶申込方法　問合先HPから申し込み
▶問合先　（公財）大田区産業振興協会
　☎ 3733－6144　■FAX3733－6459

  一級建築士による無料建築相談

　建築、増築、耐震診断・改修など
▶対象　区内在住・在勤・在学の方
▶日時　第1・3水曜　※9月は除く。
時間はお問い合わせください
▶会場　区役所本庁舎1階　
▶申込方法　問合先へ電話
▶問合先　建築調整課建築相談担当
　☎5744－1383　■FAX5744－1558

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

●世帯数・・・400,417世帯
●総人口・・・732,726人　
　　　　　  日本人人口・・・709,125人（男・・・352,189人　女・・・356,936人）
　　　　　  外国人人口・・・23,601人（男・・・11,202人　女・・・12,399人）
●面積・・・61.86km2

8月11日号 六郷BASE  10月1日OPEN特集

8月21日号 気軽に頼れる家事・育児サポート特集

区の世帯と人口

11日号・21日号は新聞折込か駅広報スタンド、区施設、公衆浴場、セブン-
イレブンで配布。配送サービス（外出困難などの要件有り）も行っています。

1～15日…

16～31日…

勝海舟記念館企画展
「所用品から見る海舟の姿」
大田区防災ポータルサイト・防災アプリ

シティーニュースおおた11ch 8月

●放送　ケーブルテレビのJ:COMチャンネル 大田とiTSCOM
　　　　で毎日放送！YouTubeでも発信しています。 ▲YouTube

今月の区報は

令和3年7月1日現在

　大田区における新型コロナウイルス感染
症対策については、区HPをご覧ください。

●症状がある・感染が疑われる方／新型コロナ受診相談窓口
●東京都発熱相談センター（24時間対応）　
　☎5320－4592
●大田区相談センター（平日、午前9時～午後5時）　
　☎5744－1360　■FAX5744－1524
●感染への不安のある方
●東京都新型コロナコールセンター
　（午前9時～午後10時　土・日曜、休日も対応）
　※多言語（英・中・ハングル）による相談も可
　☎0570－550571　■FAX5388－1396

▲
詳細はコチラ

相談窓口

新型コロナウイルス感染症に
関するお知らせ

自転車の保険加入は
義務化されています
　大田区内で令和2年に発生した事故
のうち約47％に自転車が関わってい
ます。自転車が加害者となる事故では、
加害者側に約9,500万円もの高額な損
害賠償を命じられた事例もあります。

●令和2年4月1日から、東京都の条例で自転車損害賠償保険などへの加入
が義務化されました
●自転車のルールとマナーをもう一度確認しましょう
●自転車の安全利用と保険加入について家族で話し合いましょう

▶問合先　都市基盤管理課交通安全・自転車総合計画担当
　☎5744－1315　■FAX5744－1527

大学等進学応援基金への
ご寄附をお願いします

　勉学に強い意欲がありながら経済的
理由で大学などへの就学が難しい生徒
の進学を支援するために大学等進学応
援基金を創設しました。この基金を活
用し、大学等給付型奨学金制度を実施
します。詳細は区HPをご覧いただく
かお問い合わせください。
※ご寄附は、所得税・住民税の寄附金
控除（ふるさと納税）の対象になります

▶問合先　福祉管理課援護係
　☎5744－1245　■FAX5744－1520
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